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衆
議
院
議
員
高
井
崇
志
君
提
出
遊
技
機
の
不
公
正
販
売
へ
の
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
不
公
正
販
売
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
行
為
が
、
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和
五
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
第
十
項
に
規
定

す
る
抱
き
合
わ
せ
販
売
等
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
概
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
行
為
が
、
不
公
正
な
取
引
方
法
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
取
引
拒
絶
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
個

別
具
体
的
な
事
情
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
九
項
第
五
号

に
規
定
す
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
、
優
越
的
地
位

一



の
濫
用
に
係
る
法
運
用
の
透
明
性
及
び
事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
向
上
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
「
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関
す

る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」
を
策
定
し
、
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
遊
技
機
の
販
売
に
お
け
る
事
業
者
の
行
為
が

優
越
的
地
位
の
濫
用
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 二


